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西脇市では、おおむね20年後には人口が約１万人減少し、高齢化が進行してい

く中で、拠点の形成と交通ネットワークの充実による都市構造を実現し、まちの

持続可能性を確保するため、都市再生特別措置法に基づき「西脇市立地適正化計

画」を策定しました。 

 

この計画においては、医療・福祉・商業などの生活利便施設を維持・誘導する

ため、「都市機能誘導区域」を設定するとともに、その周辺の人口密度を維持し

ていくため、「居住誘導区域」を設定しました。計画策定以降は法律に基づき、

これらの区域外での一定の開発行為等については、届出が必要になります。 

 

届出については、本手引きをご参照のうえ、手続きをお願いします。 

 

 

≪目 次≫ 

１ 居住誘導区域外における届出について・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

２ 都市機能誘導区域外における届出について・・・・・・・・・Ｐ４ 

３ 誘導施設の休廃止における届出について・・・・・・・・・・Ｐ４ 

４ 居住誘導区域及び都市機能誘導区域・・・・・・・・・・・・Ｐ８ 

５ 届出様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ11 

 

 

 

 

 

<問合せ先> 

西脇市建設水道部都市計画課 

電 話：０７９５－２２－３１１１ 

西脇市立地適正化計画に基づく届出の手引き 
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１ 居住誘導区域外における届出について 

⑴ 居住誘導区域とは 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持

することで、生活利便施設やコミュニティなども将来的に維持できるよう、居住

を誘導すべき区域のことです。 

 

⑵ 届出制度の内容 

居住誘導区域外の区域において、一定規模以上の住宅開発を行おうとする場合、

これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市 

長への届出が必要となります。（都市再生特別措置法第88条第１項） 

 

 ⑶ 届出の対象となる区域（下図の斜線部） 

都市計画区域内の居住誘導区域（A・B）外の区域 

（※P10 居住誘導区域参照のこと） 

 

 

  

※開発・建築行為を行おうとする区域・敷地の全部が区域外にある場合は、届出対象 

市街化区域拡大図 

居住誘導区域Ｂ 

居住誘導区域A 
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⑷ 届出の対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都市計画区域内の居住誘導区域外で行う場合、対象となります。 

※寄宿舎や老人ホームなどは、住宅に含みませんので対象外です。 

 

⑸ 届出書類 

以下の届出書（様式）に添付図書を添えて行います。 

 

開発行為の場合（法施行規則第35条第1項第1号） 提出：２部（正本・副本） 

●届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第10（Ｐ12） 

●添付図書 

①位置図 【縮尺1/2,500 以上】 

②現況図（当該地周辺の立地状況が分かる図面） 【縮尺1/1,000以上】 

③設計図 【縮尺1/ 100 以上】 

④委任状（代理人に委任する場合） 

⑤その他参考となるべき事項を記載した図書 

 

建築等行為の場合（法施行規則第35条1項第２号）提出：２部（正本・副本） 

●届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第11（Ｐ13） 

●添付図書 

①位置図【縮尺1/2,500 以上】 

②配置図（敷地内における住宅等の位置が分かる図面）【縮尺1/ 100 以上】 

③2面以上の立面図 [縮尺1/50 以上] 

④各階平面図 [縮尺1/50 以上] 

⑤委任状（代理人に委任する場合） 

⑥その他参考となるべき事項を記載した図書 

 

 

 
○開発行為 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その

規模が 1,000 ㎡以上のもの 

 

①の例示 

３戸の開発行為 

②の例示 

1,300 ㎡ 

1 戸の開発行為 

800 ㎡ 

2 戸の開発行為 

○建築等行為 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し

て住宅など①とする場合 

 

 

①の例示 

３戸の建築行為 

 

１戸の建築行為 
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届出内容の変更（法施行規則第38条第1項） 提出：２部（正本・副本） 

●届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第12（Ｐ13） 

●添付図書 

上記と同様 

 

⑹ 届出の流れ 

①事前相談（居住誘導区域の確認）：市窓口、市ＨＰ 

      ↓ 

②開発・建築等の届出：（行為に着手する30日前まで） 

      ↓ 

③開発・建築等の行為の着手 
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２ 都市機能誘導区域外における届出について 

⑴ 都市機能誘導区域とは 

都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活

拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る

区域のことです。 

 

 ⑵ 誘導施設とは 

誘導施設とは、居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設であり、都市を支

える中核的機能を担う拠点や生活に身近で日常生活圏に必要とされる機能を持つ

施設のことです。 

 

 ⑶ 届出制度の内容 

都市機能誘導区域外において、誘導施設の整備を行おうとする場合、これらの

行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届

出が必要となります。（都市再生特別措置法第 108条第１項） 

 

 ⑷ 届出の対象となる区域（下図の斜線部） 

都市計画区域内の都市機能誘導区域（Ａ・Ｂ）外の区域 

※都市機能誘導区域内においても、立地する地域により対象となる場合があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※P10 都市機能誘導区域 

参照のこと） 

都市機能誘導区域Ａ 

市街化区域拡大図 

都市機能誘導区域Ｂ 
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 ⑸ 届出の対象となる誘導施設 

 

≪その他≫ 

※教育施設Ⅰについては、地域の産業振興に資するものに限る。 

※地域包括支援センター・・・介護保険法第 115条の46第１項 

※在宅医療・介護連携支援センター・・・介護保険法第 115条の45第２項第４号 

※基幹（障害者）相談支援センター・・・障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第77条の２ 

 

 

 

届出対象施設 
届出が不要な 

区域 

届出
が必
要な 
区域 

交流施設 市民交流施設 都市機能誘導区域 A・Ｂ 
 

 

 

左 

記 

以 

外 

の 

区 

域 

 

文化施設 
図書館法第２条第 1 項に規定する 

「図書館」 
都市機能誘導区域Ｂ 

行政施設 
地方自治法第４条第１項に規定する 

「市役所本庁舎」 
都市機能誘導区域 A 

医療施設 
医療法第１条の５に規定する 

「病院」で複数診療科を備えた施設 
都市機能誘導区域 A 

福祉施設 

「地域包括支援センター」 

「在宅医療・介護連携支援センター」 

「基幹（障害者）相談支援センター」 

都市機能誘導区域 A 

子育て支援施設 
児童福祉法第 40 条に規定する 

「児童厚生施設」 
都市機能誘導区域Ｂ 

商業施設 

商業施設Ⅰ 
運動などによる健康増進を目的とした施設 

（床面積 150 ㎡以上） 
都市機能誘導区域 A 

商業施設Ⅱ 

日常買回り品の購入が可能な大規模小売店舗

立地法第２条第２項に規定する商業施設 

（床面積 1,000 ㎡以上） 

都市機能誘導区域 A 

教育施設 

教育施設Ⅰ 

学校教育法第１条に規定する 

「大学」の「サテライト」、 

同法第 124 条に規定する「専修学校」、 

又は教育に資する「研究機能（ラボラトリー）」 

を有する施設 

都市機能誘導区域 A・Ｂ 

教育施設Ⅱ 
学校教育法第１条に規定する 

「高等学校」、「中学校」、「小学校」 
都市機能誘導区域Ｂ 
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⑹ 届出の対象となる行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑺ 届出書類 

以下の届出書（様式）に添付図書を添えて行います。 

 

開発行為の場合（法施行規則第52条第1項第1号） 提出：２部（正本・副本） 

●届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第18（Ｐ15） 

●添付図書 

●添付図書 

①位置図 【縮尺1/2,500 以上】 

②現況図（当該地周辺の立地状況が分かる図面） 【縮尺1/1,000以上】 

③設計図 【縮尺1/ 100 以上】 

④委任状（代理人に委任する場合） 

⑤その他参考となるべき事項を記載した図書 

 

建築等行為の場合（法施行規則第52条1項第２号）提出：２部（正本・副本） 

●届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第19（Ｐ16） 

●添付図書 

①位置図【縮尺1/2,500 以上】 

②配置図（敷地内における住宅等の位置が分かる図面）【縮尺1/ 100 以上】 

③2面以上の立面図 [縮尺1/50 以上] 

④各階平面図 [縮尺1/50 以上] 

⑤委任状（代理人に委任する場合） 

⑥その他参考となるべき事項を記載した図書 

 

○都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するため、都市機能誘導区域

外で誘導施設を有する建築物の建築行為又は開発行為を行おうとする場合に必要 

  

 

 

 

○建築等行為 

○開発行為 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発

行為を行おうとする場合 

①誘導施設を有する建築物を新築しようと

する場合 

②建築物を改築し誘導施設を有する建築物

とする場合 

③建築物の用途を変更し誘導施設を有する

建築物とする場合 
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届出内容の変更（法施行規則第55条第1項） 提出：２部（正本・副本） 

●届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第20（Ｐ17） 

●添付図書 

上記と同様 

 

⑻ 届出の流れ 

①事前相談（居住誘導区域の確認）：市窓口、市ＨＰ 

      ↓ 

②開発・建築等の届出：（行為に着手する30日前まで） 

      ↓ 

③開発・建築等の行為の着手 
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３ 誘導施設の休廃止における届出について 

⑴ 届出の内容 

都市機能誘導区域内における誘導施設を休止し、又は廃止しようとする者は、

その30日前までに、市長への届出が必要となります。 

（都市再生特別措置法第 108条の２） 

 

⑵ 届出の対象となる区域 

都市機能誘導区域内 

 

 ⑶ 届出の対象となる誘導施設 

 

⑷ 届出書類 

以下の届出書（様式）に添付図書を添えて行います。 

（法施行規則第55条の２）            提出：2部（正本・副本） 

●届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式第21（Ｐ17） 

●添付図書 

①位置図 【縮尺1/2,500 以上】 

②委任状（代理人に委任する場合） 

③その他参考となるべき事項を記載した図書（建築物の用途、面積等） 
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４ 居住誘導区域及び都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0         0.5         1.0km 

 ※新たに災害危険区域などが指定された場合、居住誘導区域から除きます。  
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５ 届出様式 

 

様式10（第35条第1項第1号関係）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ11 

開発行為届出書 

 

様式11（第35条第1項第2号関係）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ12 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする 

行為の届出書 

 

様式12（第38条第1項関係）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ13 

行為の変更届出書 

 

様式18（第52条第1項第1号関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ14 

開発行為届出書 

 

様式19（第52条第1項第2号関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ15 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を 

変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 

 

様式20（第55条第1項関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ16 

行為の変更届出書 

 

様式21（第55条の２関係）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ17 

誘導施設の休廃止届出書 

６ 届出様式 
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様式第 10（第 35条第１項第１号関係） 

 

 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 88条第１項の規定に基づき、開発行為について、下記

により届け出ます。 

 

  年  月  日 

 

西脇市長           様 

 

 届出者  住 所                    

氏 名                    

電 話                    

 

 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

２ 開発区域の面積 ㎡ 

３ 住宅等の用途  

４ 工事の着手予定年月日 年   月   日 

５ 工事の完了予定年月日 年   月   日 

６ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を
記載すること。 
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様式第 11（第 35条第１項第 2号関係） 

 

 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする 

行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第 88条第１項の規定に基づき、 

住宅等の新築 

建築物を改築して住宅等とする行為    について、下記により届け出します。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

 

  年  月  日 

 

西脇市長           様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

電 話                    

１ 住宅等を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

 

２ 新築しようとする住宅等又は改築若

しくは用途の変更後の住宅等の用途 
 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名
を記載すること。 
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様式第12（第38条第１項関係） 

 

 

 

行為の変更届出書 

 

 年  月  日 

 

西脇市長          様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

電 話                    

 

都市再生特別措置法第88条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下

記により届け出ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日      年  月  日 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    年  月  日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    年  月  日 

 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の

氏名を記載すること。 

 ２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 
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様式第 18（第 52条第１項第 1号関係） 

 

 

 

開発行為届出書 

 

都市再生特別措置法第 108 条第１項の規定に基づき、開発行為について、下

記により届け出ます。 

 

  年  月  日 

 

西脇市長          様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

電 話                    

 

開
発
行
為
の
概
要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

２ 開発区域の面積 ㎡ 

３ 建築物の用途  

４ 工事の着手予定年月日 年   月   日 

５ 工事の完了予定年月日 年   月   日 

６ その他必要な事項  

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を
記載すること 

  
 

 

 

 

 



16 

 

 

様式第19（第52条第1項第2号関係） 

 

 

 

  誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して 

誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 
 

都市再生特別措置法第 108条第 1項の規定に基づき、 

誘導施設を有する建築物の新築 

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

 について、下記により届け出ます。 
 

  年  月  日 
 

西脇市長            様 
 

届出者  住 所                    

氏 名                   

電 話                    
 

１ 建築物を新築しようとする土地又は

改築若しくは用途の変更をしようとす

る建築物の存する土地の所在、地番、地

目及び面積 

 

２ 新築しようとする建築物又は改築若

しくは用途の変更後の建築物の用途 
 

３ 改築又は用途の変更をしようとする

場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項  

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名
を記載すること。 
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様式第20（第55条第１項関係） 

 

 

 

行為の変更届出書 

 

年  月  日 

 

西脇市長           様 

 

届出者  住 所                    

氏 名                    

電 話                    

 

都市再生特別措置法第108条第２項の規定に基づき、届出事項の変更について、下

記により届け出ます。 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日      年  月  日 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日    年  月  日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日    年  月  日 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の

氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること 
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様式第21（第55条の2関係） 

 

 

 

誘導施設の休廃止届出書 

 

年  月  日 
 

西脇市長             様 

 

届出者  住 所                    
氏 名                    

電 話                    

 

都市再生特別措置法第108条の２第１項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃

止）について、下記により届け出ます。 
 

記 
 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地 

 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 

 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間 

 

４ 休止（廃止）に伴う措置 

 ⑴ 休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を建築する予定がある場合、予定

される当該建築物の用途 
 

 ⑵ 休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該

建築物の存置に関する事項 
 
注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者

の氏名を記載してください。 
 ２ ４⑵欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は、存置のために必要

な管理その他の事項について、当該建築物を存置する予定がない場合は当該
建築物の除却の予定時期その他の事項について記入してください。 

 

 


